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定時決定と随時改定についてお知らせします
随時改定とは

標準報酬は、定時決定により毎年１回決定しますが、昇給、昇格、人事異動等により、報酬の額が著しく変動したときは、
変動があった月を基準として、以後継続する場合、３か月間の報酬の平均額を「標準報酬月額」として4か月目に改定が行
われ、改定月からその年の８月（7月～ 12月に改定された場合は翌年の8月）まで適用します。

これを随時改定といいます。（※）
随時改定は、次の❶～❸すべてに該当した場合に行われます。
❶前月に対し、当月の固定的給与に変動があった場合
❷変動があった月から継続した３か月間の各月の支払基礎日数が17日以上である場合
❸ �すでに決定または改定されている標準報酬の等級と、変動があった月から継続した３か月間の報酬の平均により算定し

た標準報酬の等級に2等級以上の差がある場合

　医療機関等でご自身の医療情報の提供に同意すると、医師の総合的な診断や
適切な処方等が受けられます。便利なマイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証をご利用ください

https://www.kouritu.or.jp/
kumiai/kyosai/hyoujunhoushuu/
hyouhougaiyou/index.html

　休職等により、報酬の全部または一部が支給されない場合（一時的な勤務状態により、固定的給
与に減少を生じたもの）は、昇給等による固定的給与の変動には該当せず、随時改定は行われません。
　定時決定、随時改定についての詳細は、公立学校共済組合ホームページをご覧ください。

参考

（※）�随時改定の要因となるのは、昇給・昇格により給料月額が変動した場合、人事異動で勤務地の変更に伴い地域手当や通勤手当等が変動し
た場合、扶養手当の増減などが挙げられます。
その他、育児休業などから復職して報酬が低下したときは、育児休業等終了時改定が行われます。詳しくは、かがやき春号（2026年 
No.580）をご確認ください。

前月
〈非固定的給与〉

時間外勤務手当・特殊勤務手当
・休日勤務手当など

〈固定的給与〉
基本給・教職調整額・通勤手当

・扶養手当・住居手当など

当月

〈非固定的給与〉
時間外勤務手当・特殊勤務手当

・休日勤務手当など

〈固定的給与〉
基本給・教職調整額・通勤手当

・扶養手当・住居手当など

前月に
比べて変動

❶の要件だけでは随時改定にはならないよ。
随時改定には❷と❸の要件も必要なんだ。
❶の要件だけの場合は随時改定は行われず、
通常どおり定時決定になるよ。

４月に昇給すると、
随時改定❶の要件に該当するけど、
この場合、随時改定になるの？

マイナンバーカードの申請・利用方法等の情報は、当共済組合ホームページに
掲載されている「使って便利 ! マイナ保険証」リーフレットをご覧ください
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